
東地裁総第347号

平成28年3月9日
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東京地方裁判所長貝阿彌

司法行政文書開示通知書

平成28年1月14日付け（同月18日受付）で申出のありました司法行政文書

の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称

（1）懲戒処分書 （片面1枚）

（2） 処分説明書 （片面3枚）

（3）受領書 （片面1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の各文書中には，公にすることにより特定の個人を識別することができ

ることとなる情報（氏名等）が記載されており， これらの情報は，行政機関

の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号に定める不開示情報に相当

することから， これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

(担当）総務課電話03 （3581） 2733 （ダイヤルイン）
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裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法

第82条第1項第1号，第2号及び第3号により懲戒処分として
｡

吾

1月間停職する

ざ

’

｜ ， 、
一

与 り

平成28年1月12日
b e

、
0

■

Q G

ウ■ Jf･･茜瞬心引恕一兄君TF･･ず苦い幻J詩､羽4両甘如0J塁
0 .-.-御－0郡･･…－0‘ I －1

鋤寓､厨毎瑛蘇{
9 ・t i｡.．．． § ．...‐．....‘
; f : :…一 ・ “･’ ‘ ず

議溌妾報；
"".i&i; "_｣;
<,.．-壼・－－，鷲_・曹簿･ふ罵首‘

任命権者東京地方裁判所長貝阿彌
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刀
（教示）

， この処分についての不服申立ては,裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第90
及び第90条の2並びに裁判所職員に関する臨時措置規則において準用する人事院規則13－1の規
定により， この処分説明書を受領した日の翌日から起算して60日以内に，最高裁判所に対して，す
ることができます。ただし，この期間内であっても，処分があった日の翌日から起算して1年を経過
した後は，することができません。

2 この処分についての処分の取消しの訴えは,裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法
第92条の2の規定により，不服申立てに対する最高裁判所の裁決又は決定を経た後でなければ提起
することができません。ただし，次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは，最高裁判所の裁決
又は決定を経ないで，処分の取消しの訴えを提起することができます。
（1）不服申立てがあった日から3箇月を経過しても，最高裁判所の裁決又は決定がないとき。
（2）処分，処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
（3） その他裁決又は決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。
この処分の取消しの訴えは，不服申立てに対する最高裁判所の裁決又は決定があったことを知った

灘誹鴬上繍鮒塁野鶴,し鰯議駕驚鴬繍驍蕊識｜
定があった日の翌日から起算して1年を経過した後は，提起することができません。

I

東
一

月ミ 地方裁判所長 貝阿彌

－－－－

2被処分者
－

1

に!‘:雲?蚕言調所属 氏名（ふりがな）

東京地方裁判所

官職 級及び号俸
裁 判所 害 官記

処分発令年月日
平成28年1月12

処分効力発生年月日
平成28年1月12日

処分説明書交付年月日
平成28年1月12日日

ー －

根拠法令 処分の種類及び程度
停職1月間裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員

法第82条第1項第1号，第2号及び第3号

季墓騨臺薑難臺菫篶鑿
第26条による承認年月日

年 月 日

刑事裁判との関係
(1)起訴年月日

,2,裁判所職員臨時措置法にお悪手 皇
法第85条による承認年月日■年■塵月■日

処分の理由

別紙記載のとおり
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（別紙）

処分の理由

被処分者は，

''1'東京地方裁判所平成26年(ﾜ'第膨漸蕊号事件について,担当書記官とし

て立ち会った,平成27年7月■同実施の■■本人尋問の隙録音機
の操作を誤り，バックアップも含め録音することができなかったことにより，

本人尋問調書の作成を不可能とし，

:璽 篭 薫葉駕駕篭
に先立号■日には, 当事者双方に,調書が作成できなI､ことを謝罪する内
容の事務連絡を独断で作成の上， ファクシミリ送信し，

帥'平成27年■園■日,東京地方裁判所平成27年鵬障豆噌事件に
ついて，担当書記官として，第2回口頭弁論期日の呼出状を作成する際，正し

くは期日を『平成2？年産月■日午■匡時■》｣とすべきところ, ｢平
成■年■月屋同午■時■分｣とLて作成し｡誤りを看過してこれを被
告に送達し，

一

'2'酢■日,同事件において,原告から提出された同日付け訴状及び訴え変
更申立書訂正申立書を送達する際，民事訴訟法104条3項3号の特別送達を

試みることなく，同法107条1項3号の付郵便送達を行い，

3(1)平成'7年垂月匡日,東京地方裁判所平成27年鵬■■■号事件につ
いて，担当書記官として，第1回口頭弁論期日の呼出状を作成する際，正しく

は期圓を『平成2ｱ年■月匿日午■咽分』 とすべきところ, 『平成座
年■月■目午■時■分｣として作成し,誤りを看過してこれを被告に送達
し，

{2'遅くとも酢■貝には, 3(1)記載の誤llに気付いたにもかかわらず｡ これ
を裁判官や上司に報告せず，



'3' ヨ(1)の誤りを隠ペル､するため,裁判官や上司の指示を受けないまま,■日及
曝■圏の二度に渡り,正しい内容の期日呼出状及び事務連絡を独断で作
成の上， 自らの費用で普通郵便により被告宛て送付し，

'‘川)から同(訓までの辻棲を合わせるため‘同事務連絡等送付後値■月■日
又'暑月■日頃§''1の送達の際に作成された郵便送達報告書の送達書類の
欄の記載に, ｢平成■年■月■日｣ とあったのを:何ら権限がないにもかか
わらず, ｢平成27年酢園日』 と改ざんし，
4-_平成2ｱ年酢■日頃函していた東京地方裁判所平成2ｱ年(ﾜ'第1
■号事件について■から提出されていた隙亨浸証の所在を不明にし。
‘平成2ｱ年匿月■耳~東京準方裁判所平成2ｱ年鵬■|号事件につい
て，担当書記官として，第1回口頭弁論期日の呼出状を作成する際，正しくは期

圖を『平成27年■月■圓午■時■分｣ とすべきところ, 『平成歴年
■月■日午■時醒分｣ として作成し｡誤りを看過して被告宛て犀送
し，

6(1) 平成27年■月■同,東京地方裁判所平成27年鵬■I■屋号事件に
ついて，担当書記官として被告宛ての和解受諾書面を庁舎外において投函する

際，郵便切手の貼付漏れに気付き， 自らの費用で購入した92円分の切手を封

筒に貼付の上発送し，

'2' 平成2?年菌月麗日’東京地方裁判所平成2ｱ年1ﾜ)第■|号事件に
ついて，担当書記官として事務連絡を発送する際，原告予納の郵便切手に1円

単位の切手が含まれていなかったことから，予納された郵便切手80円分に，

自らの費用で購入した2円分の切手を加えて発送し，

,3)更に'平成27年酢■…同年■月■日までの間において｡担当
する東京地方裁判所平成2？年Iﾜ)第■■醗号事件につき,原告代理人が予
納した郵便切手のうち500円分の所在を不明にした

ものである。
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東京地方裁判所長殿

所属

官職

氏名

東京地方裁判所

裁判所書記官
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懲戒処分書

処分説明書
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上記の書類を本日受領しました。
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